
くらしやすい福岡はあなたの“ちゃんと駐輪”からはじまる！
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自転車事故を起こすとこんな責任も・・・自転車事故を起こすとこんな責任も・・・自転車事故を起こすとこんな責任も・・・

　

自
転
車
に
乗
っ
て
い
て
「
歩

道
を
走
行
中
に
危
う
く
歩
行
者

と
ぶ
つ
か
り
そ
う
に
な
っ
た
」

「
急
い
で
交
差
点
を
渡
ろ
う
と

し
た
ら
自
動
車
が
近
づ
い
て
き

た
」
な
ど
ひ
や
り
と
し
た
経
験

は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　

自
転
車
は
、
手
軽
で
便
利
な

交
通
事
故
の
２
割
以
上
を
占
め
る
自
転
車
関
連
事
故

乗
り
物
と
し
て
子
ど
も
か
ら
高

齢
者
ま
で
幅
広
く
利
用
さ
れ
、

最
近
で
は
健
康
増
進
や
環
境
に

負
荷
を
掛
け
な
い
こ
と
か
ら
も

注
目
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
交
通

ル
ー
ル
や
マ
ナ
ー
を
守
ら
な
け

れ
ば
と
て
も
危
険
な
乗
り
も
の

に
な
り
ま
す
。

　

近
年
、
市
の
交
通
事
故
件
数

の
推
移
で
も
総
事
故
件
数
は
減

少
傾
向
に
あ
り
ま
す
が
、
自
転

車
関
連
の
事
故
は
増
加
し
て
い

ま
す
。
区
内
で
も
、
こ
こ
数

年
、
自
転
車
関
連
の
事
故
は
３

０
０
件
を
超
え
、
平
成　

年
中

２０

は
総
事
故
件
数
の
２
割
以
上
を

占
め
ま
し
た
（
グ
ラ
フ
）。
走

行
中
に
携
帯
電
話
で
話
や
メ
ー

ル
を
し
た
り
、
安
全
確
認
を
怠

っ
て
交
差
点
で
一
旦
停
止
を
し

な
か
っ
た
り
、
急
に
車
道
を
横

切
る
な
ど
が
主
な
原
因
で
す
。

　

道
路
交
通
法
で
は
、
自
転
車

は
軽
車
両
と
し
て
扱
わ
れ
、
自

動
車
や
バ
イ
ク
な
ど
と
同
じ

「
車
両
」
で
す
。
事
故
を
起
こ

せ
ば
大
き
な
責
任
を
負
う
こ
と

に
も
な
り
ま
す
。

　

周
り
の
人
に
迷
惑
を
掛
け
な

い
よ
う
、
交
通
ル
ー
ル
と
マ
ナ

ー
を
守
っ
て
安
全
運
転
に
努
め

ま
し
ょ
う
。

その他
（1,152件）
79.3%

自転車関連
（300件）
20.7%

西区内の自転車関連事故
とその他の事故の割合

自転車も乗れば「車」の仲間です

みんなで守ろう　交通ルールとマナー

賠償金事　例

約２,１００万円
 交差点を渡って歩道に進入する
際、減速・安全確認を怠り、歩行者に
激突。重傷・後遺障害を負わせた。

１

約３,５００万円
 二人乗りで右側通行し、対向の自
転車と正面衝突。重傷・後遺障害を負
わせ死亡に至らしめた。

２

約４,０００万円

 夜間、ライトを備えていない自転
車で自転車歩行者専用道路を通行中
に脇見をし、歩行者に衝突。重傷・後
遺障害を負わせた。

３

走行上の基本的な通行ルール　（自転車安全運転５則）

自転車は車道通
行が原則、歩道
は例外（道路交
通法第１７条）

1
車道は左側を通
行（同法第１７条）

2
歩道は歩行者優
先で、車道寄り
を徐行（同法第
６３条の4）

3
飲酒運転の禁止
（同法第６５条）

4
二人乗りの禁止
（同法第５５条）

並進の禁止
（同法第１９条）

夜間はライトを
点灯（同法第５２
条）

子どもはヘルメ
ットを着用（同
法第６３条の１１）

5

　区内の駅や商店街周辺で、路上駐輪が後を絶
ちません。自転車を歩道上に放置すれば道幅が
狭くなり、歩行者の迷惑になるのは当然のこと。

ひどいときは歩道内に設置している点字ブロックが隠れ、視覚
障がい者の歩行を妨げたり、車道にはみ出して車の通行を妨げ
るなど、とても危険です。
　区は、人が集まりやすい駅周辺（姪浜駅・今宿駅・周船寺駅）を
「自転車放置禁止区域」に指定し、放置自転車を撤去していま
す。特に、姪浜駅周辺は放置自転車が目立ち、昨年度、区内で撤
去した自転車のうち約８０％に当たる約２,０００台を占めていま
す。撤去した自転車は小戸にある保管所に運び、所有者に通知
します。なお、返還には移動保管料２,０００円が必要です。「ちょっ
との時間なら」と安易に置いたりせず、「自転車駐車場」を利用
するなど決められた場所にきちんと止めましょう。
　問合せは、区管理調整課（☎８９５崖７０５２）へ。 

「ちょっとの時間なら」が
 みんなの迷惑に・・・

姪浜駅周辺自転車放置禁止区域図
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歩
行
者
が
安
全
・
安
心
に
通
行
で
き
る
道
づ
く
り
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整備を予定している区間

　

区
は
、
歩
行
者
が
安
全
に
通

行
で
き
る
よ
う
歩
行
者
と
自
転

車
の
通
行
区
分
を
明
確
に
し
た

歩
道
の
整
備
を
行
っ
て
い
ま

す
。

　

今
年
３
月
、
朝
夕
の
通
勤
・

通
学
の
時
間
帯
に
な
る
と
歩
行

者
と
自
転
車
の
通
行
量
が
増
え

る
「
姪
浜
大
通
り
」
の
歩
道

（
福
重
５
丁
目
交
差
点
か
ら
福

重
交
差
点
ま
で
の
約
１
キ
ロ
区

間
）
に
、供
緑
色
の
帯
僑
と
供
標

識
僑
で
自
転
車
の
通
行
部
分
を

明
示
し
、
双
方
が
通
り
や
す
く

し
ま
し
た
（
写
真
）。

　

３
つ
の
中
学
・
高
校
が
あ
る

拾
六
町
地
区
で
は
、
千
人
を
超

え
る
生
徒
た
ち
が
自
転
車
で
通

っ
て
お
り
、
自
転
車
が
関
係
す

る
交
通
事
故
も
多
く
、
国
土
交

通
省
と
警
察
庁
か
ら
自
転
車
通

行
環
境
整
備
の
モ
デ
ル
地
区

　

年
春
ま
で
に
整
備
す
る
予
定

２２で
す
（
左
図
）。

　

県
道
と
市
道
を
担
当
す
る
区

は
、
歩
道
内
に
幅
３
㍍
の
自
転

車
通
行
部
分
を
確
保
し
、
車
道

と
歩
道
を
区
別
す
る
た
め
の
段

差
や
カ
ラ
ー
舗
装
等
を
検
討
し

て
い
ま
す
。

　

区
は
今
後
も
、
歩
行
者
と
自

転
車
が
混
在
し
て
通
行
す
る
歩

道
を
、
安
全
・
安
心
に
通
行
で

き
る
道
づ
く
り
を
順
次
進
め
て

い
き
ま
す
。

（
全
国
で　

か
９８

所
）
に
指
定
さ

れ
ま
し
た
。

　

福
岡
国
道
事

務
所
と
区
は
、

同
地
区
の
国
道

２
０
２
号
と
県

道
周
船
寺
・
有

田
線
、
市
道
生

の
松
原
・
拾
六

町
線
に
、
自
転

車
が
通
行
で
き

る
環
境
を
平
成

★福岡県警察資料より抜粋

【豆知識Ｑ＆Ａ】
Ｑ　お酒を飲んで自転車を運転したら罰則はあるの？
Ａ　第６５条の条文には、決して自動車と書かれているわけではありません。「車両等」に
は自転車も含まれていますから、つまり、お酒を飲んで自転車を運転すれば、罰則が
適用され刑罰が科される可能性があります。

＊罰則
・運転者が酒酔い運転の場合
第１１７条の2　5年以下の懲役又は１００
万円以下の罰金

（酒気帯び運転等の禁止）
第６５条　何人も、酒気を帯
びて車両等を運転してはな
らない。

 ………………………… 安全ルールを守る ………………………… 
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